
公文書上の印章（又は署名）の証明（24号イ又は口）

○

○

内 容 我が国宮公署（国，地方公共団体又は裁判所）又は特殊法人等が発行し

た文書の発行者の印章（職印又は機関印） （又は署名）が真正である旨の

証明（注1) 。すべて外国機関あて。

使用目的 現地官憲等に対し，諸手続のため， これらの文章を提出する場合。
●

条 件 （1）我が国の公文書，又は特殊法人若しくは学校の発行する文書である

こと。公証人が発行する文書は，所属法務局長の認証があれば，

対象となる。
グ

（2）現に有効な文書であること。

（3）証明の対象である印章又は署名が，公館に登録され，又はその他の

手段により確認できるものであること（注2） ｡ 8

（4）原文書の署名が肉筆であること。公印は，発行者の職印又は当該機

関の印であって, ･朱肉，墨肉，スタンプインキによる押印又はシールプ

レスであること（注3） ◎

（5）申請人が証明を受けようとする公文書を所持していること。また

使用目的及び提出先が不正なものでないこと（注4） ｡

（6）書類上の本人と申請者名が異なっていても差し支えない。

，

必要書類 （1）申請人を確認できる公文書（注5）

（2）証明を受けようとする公文書｡

ロ

形 式 外国文による証明。

注意事項 (注1）公文書であっても本省又は他公館の文書は取り扱わない。

(注2）戸籍謄（抄）本等，一定の書式や用紙，印鑑の型等によって真

正を確認できれば，証明できるもまた，以前に自館で発給した控えから

の確認を行って差し支えない。

(注3） コピーや，署名のゴム印，発行者の私印は取り扱わない。

(注4） 申請人は日本人に限らない。当該文書を使用する本人が出頭し

て申請するのを原則とするが，代理申請を認めてよい。
･

(注5）例えば，旅券又は現地当局発行の写真付身分証明書。



公文書上の印章（又は署名）の証明

ユ．概説

（1）証明の内容

本邦宮公署（国，地方公共団体又は裁判所）又は右に準ずる独立行政法人，特殊法

人，学校が発行した文書の発行者の印章（職印又は機関印）の印影（又は署名）が真

正であることを証明するもの。すべて任国関係機関あてで，外国文で発給する。

（注1）署名及び印章のいずれか又は両者を証明することができる。

（注2）原文書は日本文の場合も外国文の場合もある。

（注3） この証明は，発行者の署名又は印章についてのみの証明であって，文書の内

容を証明するものではないが，間接的にその内容自体を保証する効果を持ち

得るので，内容に誤り又は疑義がある場合は証明を拒否し，場合により本省

に照会の上処理すること。

（2）使用目的

現地官憲等に対し，諸手続のため， これらの文書を提出する場合に必要とされる。

（3）手数料

証明書1通毎に第24号の「イ」の領事手数料を徴収。但し独立行政法人，特殊法

人，学校（国公立（県立等）及び私立学校）力暁行した文書については「ロ」の手数

料を徴収。

（4）外国の公文書

外国の公文書は取り扱わない。

（注）外国の公文書は，和訳文を添付するのみで本邦官公署において受理される。

2．発給条件

（1） この証明を取り扱うことのできる文書

イ．我が国の公文書又は独立行政法人，特殊法人若しくは学校の発行する文書である

こと。

（注1）公文書であっても,本省又は他公館発行の文書は原則として取り扱わない。

（注2）私文書を公証人が認証した公正証書は，公証人の所属する（地方）法務局

．長の認証が付されているととが必要である。この場合，証明の対象となる

署名又は印章は法務局長のみでなく，公証人のものでもよい。提出先の要

求を申請者から確認の上，その要求に沿うように処理する。

性3）特殊法人の範囲とは，特別の法律に基づき設立された公共の性格を有する

法人である。公館が取り扱う例としては，国際協力機構(JICA),国際交

流基金，日本赤十字社，日本放送協会(NIK),日本貿易振興機構(J酊舶),

自動車安全運転センター， 日本年金機構， 日本銀行，国際協力銀行等があ

る。

○

○
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（注4） この証明で取り扱う学校とは，学校教育法第1条に定められた小学校，

中学校，高等学校，中等教育学校（中高一貫教育を行う学校)，大学，高

等専門学校，盲学校，聾学校，養護学校及び幼稚園である。

専修学校及び各種学校の文書は取り扱わない。

ロ．現に有効な文書であること。

（注）有効期限の明記がなく，現に有効なものと認められているものであっても，
発行日が古い文書で，新たに取得できるものは，原則として発行後6カ月以

内の新しい文書を取得させて取り扱う。ただし，原則として本人に1通しか

発給されないものや，各種資格証明や卒業証明，成績証明等の学校証書の場

合は，提出先において古いものでもよいと認めている場合はこの限りではな
い。

（2）証明の対象となる署名又は印章

証明の対象である署名又は印章が，印影照合システムにより確認できるか，又は以

前に自館で発給したものの控え等，その他の手段により確認できるものであること。

公館において確認できない場合は，提出書類とともに公電にて本省に照会する。

（注1）所属法務局長の認証がある公証人の署名及び印章の場合，公館が直接確認で

きなくても，押印されている所属法務局長の公印が確認できれば,取り扱っ

てもよく，また，法務局長公印を証明することとしてもよい。

（注2）戸籍謄（抄）本，登記簿謄本等，一定の書式や用紙印鑑の型等によって真
正を確認できる公文書の公印は，登録がなくても取り扱ってよい。

（注3）コピーや公印ではない発行者の私印は取り扱わない。

（3） 申請人

イ・ 申請人は日本人に限らない。また，書類上の本人と申請者が異なっていても差し
支えない。

ロ・本人が公館へ出頭して申請するのを原則とするが，代理申請を認めてもよい。

（注） 本人又は代理申請する者により，使用目的，提出先等を申請書に記入させる。

○

○

且一必要書類

（1） 申請人が本人であることを確認できる公文書（例えば，旅券，現地官憲当局発行の
写真付身分証明書）

（2）原文書

“一座_要_垣

（1） 申請人にこの証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。

（2） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（3）署名,印章が公館で証明し得るものであるととを,印影照合システム等で照合の上，
確認する。

（4）証明書に証明文を記入する。署名者又は印章の官（役）職氏名は当該文書から転記
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ー

する。

（注1）見本の文例は，印章証明の場合であるが， この文例中，

thesealを

署名証明の場合は, thesignatureに，

署名及び印章を共に証明する場合は, thesignatureands

それぞれ訂正する。

なお，公印の場合は, officialsealとしてもよい。

（注2）参考までに，地方公共団体及び学校関係の英文例を挙げる。

signatureandseal に，

東京都TbkyoMetropolis

北海道IhkMido

大阪（京都）府Osaka(Kyoto)Prefecture

県′ Prefecture

郡 County

市 city

区 ward

町 TbWn

村 Village

市長 肥yOr

区，町，村長 ILad

小学校Elementary(orPr加ary)School

中学校JmiorHighSchool

高等学校SeniorHighSchool

中等教育学校SecondaryEducationSchool

短期大学JuniorCollege

大 学University

大学院GraduateSchool

小学校から高等学佼までの校長Principal

大学（総）長President

一

(_）

』

○

学部長Dean, Faculty(又はDepartment,又はSchool)of……

4要事項綴明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公館長〕（5）証明書に必要事項綴明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公館長又は

担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職氏名を

記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用)。

（6）作成した証明書を原文書末尾に綴じ合わせ，丸型館印で契印する。

（注）原文書が2枚以上にわたるとき（原文書に契印がなければ，契印を得た上で申

請させる｡）の公館の契印は原文書と証明書の綴じ目のみでよい。

（7）完成した証明書の写をとる。
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（8）証明手数料は1通毎に，第24号「イ」又は「ロ」の領事手数料を徴収する。領収

書は取りまとめて1枚を発給すればよい。

証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。（9）

(10） 申請書証明書及び原文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

へ

○
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(仏語)公印証明（24のイ）

CERTIFICAT

L'AmbassadeduJapon lcertifiequelesceau(officiel) du
LeConsulatGeneralduJapon

』

Directeur,BureaudesAffairesJuridiquesdeTokyo,Gouvernementdu
●

Japon, apposesurledocumentci-joint, estauthentique.

■●●●ゆ■■●Pロ●○●●0句｡●
●｡

外 ,le
●●●●●●－●■●●O●●●●■●●●●●●●●－－－－●●●のらず●｡◆●●●●●■■■■●◆●●●‐ﾛ

(lieu) (date)

○
●●■●●●●●■■●●■■■■のっ●●●●●●

(signature)
■■●守■■専一■ed■ロ

(Nometprenom)
(titre):

● ■D句

●●の｡●■●●｡●●－●－●｡●●● AmbassadeduJapon

lConsulatG6neralduJapon

(仏語学校長印証明（22のロの例）

CERTIFICAT

|鯛竪謡鯉:6":Jap｡｡ certifiequelesceaud｡D剛肌
○ LycceSuperieurSakuraGakucn,apposesurlcdocumentci-joint,est

authentique.

●●q■①■■●ごロ

■●

、

釦

■．・・一｡●旬●β●●

(Iieu)

,le
p．．．．・・・■・口・・・DDC●●●●●●◆●●●ロ■ロの●●●●△ロロロロ●●

(date)

(signature)

(Nometpre'iom):
(titre) :

AmbaSSadeduJapon

ConsulatGen6ral du ’
可●●●●●●●●Q●◆●●●ロ●●●●守

Japon

政Ⅱ－221〔政Ⅱ(追4)222〕



(西語）公印証明

皿

(24のイ）

CERTmlCADO

Porelpresentedocumento,certiEcoqueelsenoo丘cial

delDirectordelaDelecci6ndeAsuntosJUridicosden瞳o,estampaao

eneldocumenijoadjunto,esautemico.

Yparaqueconste,a症naequeasipuedaacreditarloel

interesado(lamteresada),see却迅elapresentec6rt出caci6n

enMadrid,a……….de…………dedosmil….….…………

I

勺

●の●●●●‐‐｡｡○●◆■

●●

○

●●，｡●◇●ロ●－‐の●●－‐●‐●●口

(DereChos: ）

（西語） 学校長印証明 （22のロの例）

Np

CERTIFICADO

○ Porelpresentedocumento,certiEcoqUeelsellDael

D"ectordelColegiodeSakuraGakuen,estampadoeneldocumento

adjunto,esaubentico.

Yparaqueconste,a丘ndequeasipuedaacreditarloel

interesaao(1ainteresada),seeXpidelapresentecertiEcacibn

enMadrid,a..…….…de……..….dedosmil..….…………

●･の●●●･■●守■●･■①●｡●や●
‐●

■

●●○口●ロ●●●●●ゆ･●●●ザ
｡‐

(DereCllos: ）



（1）公印

Cert.No.

CERHmCATR

TllisiStocertibthatthetmcial)sealoftheDirect伽Tbl弓『olegalAmirsBureau,

JapaneSegovernment,arxxedtotheaccompanyingaocument,isgenume.
●

3－‐q■‐●1■ローd■4■-4■や4■q■●q■ーq■q■ーー‐■●‐ローーーーー●q■｡ q■~。■ーー＝一口｡｡‐－－‐‐‐q■。■●－－－－■D－q■●｡‐－－－－－－4■‐－－－－－－●ｰ‐仁 三二＝＝

○ ⑲lace) ①ate)

●◆CO●CD●●一●●L◆一cdDか

■●●ﾜ●、、●■

■□

ザ
、0

路

の
●
、
○
け

Ｄ
ｏ
ｏ
ｂ
口
●

８

１

『

、

、

子

●bも

Q、●●●●●●■●●●倖守一二三へ －－－1■●●●●■DGC●●･●●●●▲6

○
●

0

、

(Fee. ）



（2）校長印

Cert・ No.

CERⅢⅢCATE

ThisistocertiSrtllatthesealofthePrincipal,SalmraGakuenSemorHigllSchool,

afxxedtotheaccompanyingdocument,isgenuine.
●

y
ー4■｡｡●｡。■q■q■q■q■‐｡ｰ｡～ーーq■ー＝｡q■●●･‐q■‐ロー句ロモニ ●つ1■q■q■。■ー｡Q■●。■q■。■q■d■4■‐｡‐●ーq■＝＝－－‐●一一‐ーｰｰｰ‐｡｡‐－－■■－－~●｡｡－●

○ (place) ①ate)

Q■●｡●g●●｡●OG●◆つつ●色●■CCD
、●蛤

少

､.、
、
●
●
●

●
０

身
。
■
●
ワ
●
。
●
●
・
●
ｅ
●
●
Ｄ
ｐ
ｇ
０
ｅ
●
・
Ｃ
ｅ
。
。
。
●
●
。
●

ｑ
●
い
◆
●
●
●
●
●
■
●
●
盲
●
■
■
●
●
ｐ
●

『

ｆ
ｆ

私

＄

、、● 訳

ザ

0℃、・0 〆の

じ●●。●●●●Q●．●●●ppo●●●●のOG◆●◆口

○

(Fee. ）


